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特記仕様書 

 

Ⅰ 総則 

１ 適用範囲及び一般事項 

    本委託は、この仕様書に規定されているもののほか、東京都建設局制定の「設計委託標準

仕様書」（以下、「標準仕様書」という。）によるものとする。 

 

２ 個人情報の取扱い 

   この委託における個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57

号。以下「法律」という。）の趣旨に則り、業務の処理のために委託者から提供された個人情

報（法律第 2 条に規定する個人情報をいう。）並びに業務の処理の過程で取得した個人情報及

び知り得た個人の秘密を保護するため、契約書約款の規定を遵守しなければならない。 

 

３ 情報セキュリティの確保 

   電子情報の取扱いに関して、受託者は、荒川区電子情報システムに係る情報セキュリティ

対策基準、及び荒川区電子情報システム管理運営規程と同様の水準での情報セキュリティを

確保しなければならない。 

   なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより荒川区が被害

を被った場合には、荒川区は受託者に損害賠償を請求することができる。荒川区が請求する

損害賠償額は、荒川区が実際に被った損害額とする。 

 

４ 再委託 

  (1)受託者は、本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 

(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するもの

とし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。 

(3)本委託業務の再委託先である協力会社は、荒川区の競争入札参加資格者である場合、指名

停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

 

５ 設計業務計画 

   受託者は、契約締結後１５日以内に設計業務計画書を作成し、監督員に提出しなければな

らない。 

   また、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監

督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

設計業務計画書の記載事項は、以下のとおりとする。 

   ア 委託概要 

   イ 設計業務体制 

   ウ 設計工程表 
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    （ア）設計に先立ち、作業実施に必要な工程表（以下、「設計工程表」という。）を作成し、

区担当者の確認を受ける。 

（イ）設計工程表に著しい変更が生じた場合は、変更設計工程表を作成し、区担当者の確

認を受ける。 

（ウ）作業は、設計工程表に従い遅延の無いよう確実に行う。 

（エ）設計作業の進捗が、主要な作業段階の区切りや区担当者と協議して定めた工程に達

したときは、区担当者の確認を受けて次の作業に移行する。 

エ その他、区担当者の指示する事項 

 

６ 設計基本条件等の整理 

   受託者は、業務の着手にあたり、貸与資料や適用基準等により設定する設計基本条件、現地

踏査や資料収集による調査対象項目等を整理すること。 

   なお、電子計算機によって設計積算を行う際の入力条件や出力表示等については、明瞭に

整理し、監督員の確認を受けること。 

 

７ 測量調査設計業務実績情報システム（TECRIS）の登録 

   受託者は、契約時又は変更時において、契約金額が１００万円以上の業務については、測量

調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約

後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、

土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、完了時は業務完了後 15 日以内に、訂正時は適

宜、登録機関に監督員の確認を受けたうえ、登録申請しなければならない。なお、登録内容に

訂正が必要な場合、TECRIS に基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認

を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。また、登録機関に登録後、TECRIS よ

り「登録内容確認書」をダウンロードし、速やかに監督員に提出しなければならない。 

   なお、変更時と完了時の間が 15 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものと

する。 

 

８ 関係法令及び条例の遵守 

   受託者は、設計業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなけ

ればならない。 

 

９ 使用する図書等 

   受託者は、設計業務等の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書

に基づいて行うものとする。 

   なお、使用する図書にあたっては、事前に監督員の確認を受けなければならない。 

 

10 照査の徹底（赤黄チェック） 
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  (1)受託者は、成果物をとりまとめるにあたって、設計基本条件、設計図、設計計算書、数量

計算書等について、それぞれ及び相互（設計基本条件－設計計算書間、設計計算書－設計図

間、設計図－数量計算書間等）の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやす

く確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以下「赤黄チェック」という。）を実施

する。 

(2)赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 

   なお、受託者は、監督員へ赤黄チェックの資料を提示した際には、打合せ記録簿にその旨を

記載すること。 

(3)受託者は、成果物納入時及び検査時に、赤黄チェックの根拠となる資料（打合せ記録簿）

を、委託者に提出するものとする。 

 

11 成果品の訂正 

   受託者は、委託完了後であっても、誤設計、不備等の訂正を要する場合は、受託者の負担と 

責任において速やかに成果品の訂正をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Ⅱ 委託内容 

１ 業務目的 

荒川遊園は、A・B・C・D地区から構成され、A 地区は遊園地エリア、B 地区は子どもプール

エリア、C 地区は地下駐車場、児童広場、スポーツハウス等の運動施設エリアとなっており、

それぞれの役割・特色を備えている。 

D 地区の整備については、自然環境体験が可能なエリア、多目的広場の設置等を行うことに

より、各地区の魅力を総合的に向上させ、子育て支援の拠点施設として一層の充実を図る計画

としている。 

本委託は、荒川遊園 D地区の公園基本設計及び実施設計を行うことを目的とする。 

 

２ 件名 

   荒川遊園 D 地区公園整備基本設計及び実施設計業務委託 

 

３ 履行場所 

   荒川区指定場所（荒川区西尾久六丁目９番地内） 

   ※別紙「案内図」のとおり 

 

４ 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和７年８月まで 

     ただし、令和８年度予算要望のため令和７年７月末日までに、特記仕様書、設計図、設計

内訳書（RIBC データ含む）、数量計算書、単価算定資料、参考見積及び集計書、その他積算

内容を確認する上で必要な資料を区に提出すること。    

 

５ 旅費交通費 

   本業務の打合せ等に係る旅費交通費の算定にあたっては、直接人件費の０．６％を計上し

ている。 

 

６ 主任技術者 

  (1)標準仕様書１．１．７の５に定める主任技術者は、下記に示すいずれかの条件を満たすも

のであり、日本語に堪能でなければならない。 

   1)技術士（総合技術監理部門－建設）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 

   2)技術士（建設部門－都市及び地方計画部門）の資格を有し、技術士法による登録を受けて

いる者。 

   3)ＲＣＣＭ（造園部門）の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 

  (2)主任技術者は、代理人を兼ねることができる。 

 

７ 主任設計者 

   主任設計者は、建築士法第３条に定める資格を有し、設計マネジメントを適切に実施でき
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る知識と経験を備えた者とする。 

また、公共施設設計、環境対策、RIBC作成業務等の設計作業に精通した者とする。 

主任設計者は、設計作業開始前に作業方法など必要な事項について、区担当者と協議し、

進ちょく状況を随時区担当者に報告する。 

 

８ 照査技術者及び照査の実施 

  (1)本委託業務の履行にあたっては、別途定める「詳細設計照査要領」を運用することとし、

標準仕様書記載の「照査技術者及び照査の実施」に基づき、技術者の配置、照査の実施等の適

正化を図ること。 

  (2)標準仕様書１．１．８の２に定める照査技術者は、下記に示すいずれかの条件を満たすも

のとする。 

   1)技術士（総合技術監理部門－建設）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 

   2)技術士（建設部門－都市及び地方計画部門）の資格を有し、技術士法による登録を受けて

いる者。 

  (3)照査技術者は、主任技術者及び主任設計者を兼ねることができない。 

 

９ 設計条件 

  (1)対象面積：０．３５ha 

  (2)地形：敷地の高低差が０ｍ以上１０ｍ未満 

  (3)作業難易度：「設計・デザイン等が複雑な場合」に類似するものの、検討範囲や内容がこれ

より緩やかな場合 

  (4)改修設計：工作物や植栽の見直し程度の公園の改修 

(5)建物主要用途 

事務所・集会場（建築基準法上の用途） 

(6)建物概要（想定） 

     構造・階数：木造 地上２階建て 

延床面積 ：概ね １５０ ㎡ 

(7)地域指定等 

第一種住居地域、準防火地域 第三種高度地区 

東京都建築安全条例第７条の３による防火規制区域 

建ぺい率８０％ 容積率３００％ 敷地面積の最低限度６０㎡以上 

日影規制：５時間－３時間 測定面 ６．５ｍ 

都市計画公園区域内（荒川公園） 

(8)その他（関係法令等） 

建築基準法、都市計画法、都市公園法、河川法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律、同施行令、同施行規則、土壌汚染対策法、環境基本法、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、児童福祉法、児童福祉

施設最低基準、学校環境衛生の基準、健康増進法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の
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促進に関する法律、建築物バリアフリー条例、東京都福祉のまちづくり条例、東京都安全

条例、東京都火災予防条例、シックハウス対策に係る国土交通省告示、エネルギー使用の

合理化等に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、東京都環境確

保条例、荒川区みどりの保護育成条例、荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の

整備に関する条例、荒川区景観条例、荒川区立公園条例、荒川区市街地整備指導要綱、荒

川区公共施設環境配慮指針、保育所設置認可等事務取扱要綱(参考)、その他関係法令、規

則、基準等 

  (9)成果品分割：分割しない 

 

10 業務内容（公園基本設計） 

   標準仕様書１４．４．１を以下のとおり読み替えるものとする。 

  (1)与条件の把握と細部検討 

   受託者は、設計に関わる与条件及び各種調査結果を把握し、施設、植栽等の設計に用いる基

準等を監督員に確認し、必要な現地踏査を行い、計画の細部について下記の事項の検討する

ものとする。 

1)与条件や基本計画の把握と整理 

2)各種設計条件の整理と確認 

3)各種設計基準の抽出と適用の確認 

4)現地詳細調査（設計対象地とその周囲） 

（敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など） 

(2)施設等の検討及び設定 

受託者は、与条件の細部検討に基づき、個々の施設、植栽等について位置規模、規格、意匠、

維持管理等及び以下の事項を検討し、その概略構造等を提案するものとする。 

1)基本計画の内容と整合性の確認 

2)敷地・施設容量からみた利用者数の設定 

3)空間構成・景観・意匠等に関する基本方針 

4)造成基本方針 

5)植栽基本方針 

6)供給処理設備基本方針 

7)整備水準 

8)維持管理基本方針 

(3)基本設計図の作成 

受託者は、設定された施設等の位置、規模及び規格等を基本設計図としてまとめるものとす

る。 

1)基本設計図は原則として、一般平面図、造成計画図、施設計画図、植栽計画平面図、割付

図、供給処理設備計画平面図、主要断面図、主要施設及び主要構造物の概略構造図、その他

から構成するものとし、監督員の承諾により一部を他の平面図にとりまとめることができ

る。 
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2)主要施設及び監督員の指示する施設について概略構造図を作成するものとする。 

3)地形等により断面構造や規模設定に詳細な検討が必要な構造物については、求められる

機能や規模の概略を図面等にとりまとめ、設定された施設等の位置、規模及び規格等を基本

設計に反映させる。 

(4)概算工事費の算出 

受託者は、標準仕様書２．１．１２設計業務の成果（５）に基づき、社会標準単価に基づい

た概算工事費を算出するものとする。 

(5)基本設計説明書の作成 

受託者は、基本設計の方針・内容、及びその検討過程について基本設計説明書としてまとめ

るものとする。 

(6)パース等の作成 

受託者は、必要に応じ基本設計図に基づき、全体及び主要な部分について、パース及びスケ

ッチ図を作成するものとする。 

(7)照査 

照査技術者は、標準仕様書１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき、下記に示す事項

を標準として照査を行い、主任技術者に提出するものとする。 

1)与条件の細部検討に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把握しているかの

確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 

2)設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

3)設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(8)報告書作成 

受託者は、業務の成果として、標準仕様書２．１．１２設計業務の成果に準じて報告書を作

成するものとする。 

 

11 業務内容（公園実施設計） 

   標準仕様書１４．５．１を以下のとおり読み替えるものとする。 

(1)与条件の確認及び調査 

受託者は、提示された計画の内容、整備方針等の資料及び監督員の説明により業務内容を十

分把握するとともに、下記事項について検討するものとする。 

1)与条件や基本設計の把握と整理  

2)適用設計条件や設計基準の確認  

3)関連機関との調整内容の確認  

4)現地細部確認調査（設計対象地中心）  

（敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など） 

なお、測量、地質調査等の現地調査を必要とする場合は、受託者はその理由を明らかにし、

調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

(2)実施設計の検討 

受託者は、設計対象物について、①施工位置、②細部構造、③形状寸法、④材質、⑤工法、
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⑥施工時期について、安全性、利便性、景観、環境保全、耐久性、経済性、施工性、維持管理

性、関係法令、与条件、機能性、市場性、既存施設の保全・撤去、再利用など総合的な観点か

ら検討し設計するとともに、基本設計成果品がある場合、内容の整合性を確認するものとす

る。 

(3)実施設計図の検討 

受託者は、工事に必要な図面を実施設計図としてまとめるものとする。実施設計図は、原則

として、一般平面図、割付平面図、造成平面図、施設平面図、植栽平面図、供給処理設備平面

図、撤去平面図、各種施設の構造図を作成するものとし、必要に応じて各種詳細図により補足

するものとする。 

(4)数量計算 

受託者は、標準仕様書２．１．１２設計業務の成果（４）に従い、①図面及び工事仕様書に

基づく施工数量や材料の計算、②実施設計の検討に伴う応力や容量の計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。 

(5)概算工事費の算出 

受託者は、標準仕様書２．１．１２設計業務の成果（５）概算工事費に従い実施設計図及び

数量計算に基づき、工種別の概算工事費を算出し、取りまとめたうえで提出するものとする。

また、受託者は、積算の明細根拠を必ず明らかにするものとする。これと合わせ、受託者は工

事の実施に要する期間を算定するものとする。 

(6)照査 

照査技術者は、標準仕様書１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき下記に示す事項を

標準として照査を行い、主任技術者に提出するものとする。 

1)設計に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把握しているかの確認を行い、

その内容が適切であるかについて照査を行う。 

2)設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

3)施設、植栽、埋設物の位置、規模、規格の整合性に着目して照査を行う。 

4)設計内容と、関連工事事業者・周辺住民との協議調整事項との整合性に着目して照査を行

う。 

5)設計計算、設計図、工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

(7)報告書作成  

受託者は、業務の成果として、標準仕様書２．１．１２設計業務の成果に準じて報告書を作

成するものとする。また、受託者は、工事を実施するに当たり、図面を補完するため、必要な

事項を工事仕様書としてまとめるものとする。 

 

12 業務内容（建築基本設計） 

 (1)目的 

   設計条件に基づく各種条件の技術的検討を行い、実施設計に向けた基本設計書の作成を行

う。 

  (2)作業範囲 
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   基本設計に必要な調査、提案及び資料作成を行う。 

これを基に、区担当者と綿密な打合せを行い、その指示に従って実施設計の基本となる書

類等の作成を行う。 

1)事前協議及び調査等 

   ア 基本設計に必要な法令、技術的事項の調査、資料の作成及び打合せ、会議への参画 

     イ 建築計画に関する住民説明会の資料作成及び出席 

     ウ 各種法令の検索及び制約条件の調査 

     エ 施設全体及び管理運営機能の検討 

     オ 類似施設の情報収集 

2)設計要素の確立：設計の基本要素を各関係者と協議し確立する。 

   ア 設計与条件の整理（与条件整理表の作成） 

    イ 工程算定 

   ウ 構造計画 

   エ 設備計画 

   オ 防災計画 

   カ 仮設計画 

キ 景観配慮計画（周辺環境との調和等） 

    ク 長期修繕計画（維持管理費の算出を含む。） 

3)基本設計書の作成 

     計画概要、案内図、配置図、内外部仕上表、各階平面図、各立面図、各断面図、日 

影図、設備計画書、工事区分表、工事工程表、概算工事費調書、提案書等 

4)その他資料の作成 

    透視図、立体図（周辺建物等を含めた鳥かん図）、各種打合せ議事録等 

    5)地盤調査 

平板載荷試験調査位置：１箇所（位置については、区担当者の指示による）とし、地盤

調査報告書を提出する。 

6)工事車両シミュレーション結果に基づく工法選択及び工期算定 

7)その他区担当者が必要と認めるもの 

(3)照査 

照査技術者は、標準仕様書１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき下記に示す事項を

標準として照査を行い、主任設計者に提出するものとする。 

1)設計に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把握しているかの確認を行い、

その内容が適切であるかについて照査を行う。 

2)設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

3)施設、植栽、埋設物の位置、規模、規格の整合性に着目して照査を行う。 

4)設計内容と、関連工事事業者・周辺住民との協議調整事項との整合性に着目して照査を行

う。 
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5)設計計算、設計図、工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

 

13 業務内容（建築実施設計） 

(1)目的 

  基本設計に基づき、工事実施に必要な設計図書等の作成を行う。 

  (2)作業範囲 

    1)設計図書の作成 

ア 建築 

特記仕様書、意匠設計図、構造設計図、設計内訳書、数量計算書、単価算定資料、構

造計算書 

イ 給排水衛生設備 

      特記仕様書、設計図、設計内訳書、数量計算書、単価算定資料 

ウ 空調設備 

      特記仕様書、設計図、設計内訳書、数量計算書、単価算定資料 

エ 電気設備 

      特記仕様書、設計図、設計内訳書、数量計算書、単価算定資料 

オ サイン 

      特記仕様書、設計図、設計内訳書、数量計算書、単価算定資料 

カ その他 

      設備計算書、透視図、平面レイアウト図（説明用）、参考見積書及び集計書、各

種打合せ議事録、工事工程表、参考日影図、立体図、長期修繕計画（維持管理費の

算出を含む）等 

2) 関係官公署等への協議、手続き及び関連する書類の作成 

  ・東京都福祉のまちづくり条例適合証取得のための申請書類の作成及び諸手続き 

  ・その他関連する協議及び手続き 

3) その他区担当者が必要と認めるもの 

   (3)計画通知等の作成 

    計画通知等の作成及び手続き（全体計画認定申請書作成、都市計画法第６５条許可申請

書作成、その他計画通知に必要な手続きを含む）は、関係法令等の定めに基づき、受託者が

行うものとする。作成において追加、訂正等の指示のあった場合は速やかに補正し、設計

図書に相違の無いよう慎重に訂正する。 

  (4)内訳書作成 

    内訳書の作成にあたり、材料、労務費、運搬費など厳密に積算集計し、受託者側の単価

により工事費を算出ること。また、工事費の算出は建築コスト管理士及び建築積算士の資

格を有する者が行うこと。 

内訳書は荒川区の基準及びRIBC2により作成すること。 

また、積算金額が目標金額内に納まっているか否かを確認する。  
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なお、参考見積書の収集にあたっては、原則として３社以上から収集するものとし、掛け

率等は区担当者の指示による。 

(5)照査 

照査技術者は、標準仕様書１．１．８照査技術者及び照査の実施に基づき下記に示す事項を

標準として照査を行い、主任設計者に提出するものとする。 

1)設計に際し、現地の状況等、基礎情報を過不足なく収集、把握しているかの確認を行い、

その内容が適切であるかについて照査を行う。 

2)設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

3)施設、植栽、埋設物の位置、規模、規格の整合性に着目して照査を行う。 

4)設計内容と、関連工事事業者・周辺住民との協議調整事項との整合性に着目して照査を行

う。 

5)設計計算、設計図、工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

 

14 成果品 

   成果品は標準仕様書１４．７．１「成果品」によるものとし、また提出する設計図は以下の

とおりである。 

   なお、縮尺や用紙サイズについては、監督員と協議すること。 

  (1)公園基本設計 

   ①案内図、図面目録 

   ②一般平面図 

   ③造成計画平面図 

   ④施設計画平面図 

   ⑤植栽計画平面図 

   ⑥供給処理設備計画平面図 

   ⑦主要断面図 

   ⑧主要施設及び主要構造物の概略構造図 

   ⑨パース及びスケッチ図 

  (2)公園実施設計 

   ①案内図・図面目録 

   ②一般平面図 

   ③割付平面図 

   ④造成平面図 

   ⑤施設平面図 

   ⑥植栽平面図 

   ⑦供給処理設備平面図（給排水・電気等） 

   ⑧撤去平面図 

   ⑨造成断面図 

   ⑩各種施設の構造図 
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   必要に応じて、拡大平面図、各種系統別平面図、園路縦断面図、排水断面図、図面特記事項

を提出すること。 

   なお、上記にあげた図面は一例であり、提出する図面については、監督員と協議し決めるも

のとする。 

  (3)建築基本設計 

   ①基本設計書（構造計画・設備計画含む） 

   ②透視図（外観：５面・主要室内等：５面） 

   ③立体図（必要な場合） 

   ④各種打合せ議事録 

   ⑤建築計画に関する住民説明会用資料（必要な場合） 

   ⑥地番調査結果報告書 

   ⑦平面レイアウト図（説明用） 

   ⑧その他(区担当者が必要と認めるもの） 

(4)建築実施設計 

①特記仕様書及び設計図 

 ②設計内訳書 

 ③数量計算書 

 ④単価算定資料 

⑤参考見積書・比較表 

⑥構造計算書 

 ⑦設備機器類等算定書・計算書 

   ⑧透視図（外観：５面・主要室内等：５面） 

 ⑨平面レイアウト図（説明用） 

⑩各種打合せ議事録 

⑪関係官公署からの各種書類 

⑫その他(区担当者が必要と認めるもの） 

   

15 成果品の提出 

  (1)本業務は電子納品対象業務である。電子納品とは、本設計の各業務段階の最終成果を電子

データで納品することをいう。 

  (2)成果品は、「紙」による成果品のほかに仕様書に基づいて作成した電子データを電子媒体

（ＣＤ－Ｒ）で記録して１部提出すること。 

   なお、図面等の電子データは「Jw_cad（ver7.11 以降）」で編集・保存等が可能なものとし、

建築設計にあたっての内訳書は「RIBC2」とすること。 

  (3)紙による成果品の提出部数は監督員と協議すること。 

 

16 資料の貸与 

   本業務の履行にあたっては、標準仕様書１４．４．２「貸与資料」及び１４．５．２「貸与
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資料」に規定する資料の他、下記の資料を貸与する。 

   ただし、標準仕様書１４．４．２「貸与資料」及び１４．５．２「貸与資料」に規定する資

料のうち、下記の資料は貸与しない。 

  1)基本計画成果（上位計画なし） 

 

17 打合せ等 

  (1)打合せの中間回数は、１５回とする。 

  (2)第 1 回打合せ及び成果品納品時には、原則として主任技術者・主任設計者が立会うことと

する。 

  (3)関係機関等と協議を行う必要がある場合は、必ず事前に監督員と調整すること。 

  (4)打合せ等の内容について、その都度記録し、監督員の確認を受けること。 

 

18 地元協議等 

   本業務においては、公園基本設計での「施設等の検討及び設定」が完了した段階で住民説明

会の実施を予定している。受託者は、標準仕様書１．１．１５に基づき、住民説明会に立会す

るとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 

 

19 業務内容の疑義 

   受託者は、業務内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示によるものとする。 



案内図

設計対象地：荒川区西尾久六丁目９番地内
　　　　　　（荒川遊園D地区）


